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１ 子ども・子育て支援制度の概要 
 

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連３法」が

成立しました。これらの法律に基づき、平成 27年 4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。 

（１）支給認定 

こども園等を利用するには、入園手続きの際に支給認定申請書を提出し、以下の区分のとおり、保育の必要性や

年齢に応じた支給認定を受けることが必要になります。 

子どもの年齢 家庭の状況 認定区分 保育の必要量 利用できる施設・事業 

満３歳以上 教育を希望する場合 １号認定 教育標準時間認定 認定こども園(教育標準時間認定) 

満３歳以上 
保護者の就労や疾病等により 

保育を希望する場合 
２号認定 

保育標準時間認定 

保育短時間認定 
認定こども園(保育認定) 

満３歳未満 
保護者の就労や疾病等により 

保育を希望する場合 
３号認定 

保育標準時間認定 

保育短時間認定 
認定こども園(保育認定) 

※町内の公立認定こども園（教育標準時間認定）における１号認定は、３歳以上児（年度初日の時点で満３歳以上）が対象です。私立認定こども園

（教育標準時間認定）は、満３歳以上が対象です。 

満３歳になったとき 

   ３号認定は満３歳に達する日の前日（誕生日の前々日）までとなり、満３歳に達した日から２号認定になります。

なお、利用者負担額については、４月１日時点の認定区分（３号認定）でその年度分を算定することとなっていま

す。 

保育の必要量 

   原則的な保育時間は「保育短時間（8時間）」ですが、保護者の就労等保育が必要な時間によって「保育標準

時間認定（11 時間）」（1 ヶ月の就労が 120時間以上の場合など）の利用が可能です。保護者の内、就労時

間等が短い人の状況を適用します。                

（２）保育を必要とする理由 

保育認定を受けての入園は、児童の父母が次の認定事由に該当し、児童の保育ができない場合が対象です。保

育認定を受けて利用中でも、要件に該当しなくなったときは保育認定が取り消しとなります。 

認定区分や保育の必要量等の変更、退園などを希望する場合は、前月２０日まで
に必要な書類等を提出してください。 

認定事由 内    容 

①労働 

家庭の外で日常的に仕事をしている、または、自営業や内職等により自宅で常時仕事を

している場合などで児童の保育ができない場合 

※月６０時間以上（目安：1日 4 時間以上かつ月 15 日以上）の就労が必要です。 

※年度途中に産休・育休から復職する場合は、入園予約をすることができます。 

（予約申込時の空き状況や年齢によって、入園できない場合もあります。） 

②妊娠・出産 
出産前後であり、児童の保育ができない場合 

※保育認定期間は、産前 6週間から産後 8週間の期間の属する月まで。 

③父母の疾病・障がい 父母が長期にわたる病気、負傷、心身障がいであり児童の保育ができない場合 

④同居親族（長期入

院含む）の介護・看護 

同居親族に長期にわたる病気や心身障がいがあり、常時介護や看護にあたっているた

め、児童の保育ができない場合 

⑤災害復旧 火災や風水害、地震などの災害に遭い、復旧の間、児童の保育ができない場合 

⑥求職活動 

求職活動により、児童の保育ができない場合 

※入園後、３か月以内に就労し勤務等の証明書の提出が必要です。期限までに勤務等

の証明書が提出できない場合は保育認定解除となります。 

⑦就学 
就学等により児童の保育ができない場合 

※月６０時間以上の就学が必要です。 

⑧虐待・ＤＶ 虐待や DV のおそれがある場合 
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２ 認定こども園（保育認定・教育標準時間認定） 通うこ
とができるのはどちらの認定？ 
 

次の質問に答えて、通うことができる認定を確認してみましょう。 

 

 

１ 保護者が、就労、妊娠・出産、介護、健康状態などの理由で、昼間家庭で保育できない。（育児休業中の場合

は「いいえ」にお進みください。） 

   はい  → ２へ    いいえ  → ４へ 

 

２ お子さんの年齢は、生後２か月以上ですか？ 

   はい  → ３へ    いいえ  → 家庭で保育 

 

３ 仕事が理由の方は、月６０時間以上の勤務ですか？ （理由が就労以外の方は、「はい」へお進みください。） 

   はい  → 認定こども園（保育認定） 

   いいえ → ４へ 

 

４ お子さんの年齢は、年度初日時点で満３歳以上ですか？私立園ご希望の方は入園予定時満３歳以上ですか？ 

   はい  → 認定こども園（教育標準時間認定） 

   いいえ → 家庭で保育または一時保育（生後４か月以上児対象、月１４日（条件あり）以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  認定こども園について － 

認定こども園制度は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律」にもとづき、就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供するための新たな枠組みとして創

設された制度です。 

 垂井町内の認定こども園は、現在、公立は「保育所型」、私立は「幼保連携型」です。いずれも、教

育標準時間認定及び保育認定を受けた児童が入園することができます。 

幼保連携型は、幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設としての機

能を果たし、法的性格は「学校かつ児童福祉施設」とされています。保育所型は、認可保育所に幼稚

園機能を備えることで認定こども園としての機能を果たし、「児童福祉施設」とされています。 

教育・保育の内容は、いずれの施設も、国が定める「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を

踏まえて行うこととされています。 
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３ 認定区分による違い 
 

内 容 認定こども園 （保育認定） ／ ２号・３号認定 認定こども園（教育標準時間認定）／ １号認定 

対 象 

就学前のお子さんで、保護者が以下の保育を必要とする事

由のいずれかに該当する場合。 

①就労（月 60 時間以上の就労が必要です。） 

②妊娠・出産（産前 6 週間から産後 8 週間の属する月まで） 

③保護者の疾病、障がい 

④同居している親族（長期入院含む）の介護、看護 

⑤災害復旧 

⑥求職活動 

⑦就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む。 

月 60時間以上の就学が必要です。） 

⑧虐待やＤＶのおそれがある場合 

【公立】 

町内に住所を有する平成 3１年 4月 2 日～令和 4 年 4月 1

日に生まれたお子さん。 

 

【私立】 

入園時満 3 歳以上で就学前のお子さん。 

通常保育時間 

【公立】 

月～金 8:30～16:30  土 8:30～12:00 

※公立園の土曜日保育は垂井東こども園での共同保育です。 

【私立】 

月～金 8:30～16:30  土 8:30～12:30 

【公立】 

月～金 9:00～14:00 

 ※夏休み・冬休み・春休みがあります。（期間は小学校に準じ

ます。） 

【私立】 

月～金 9:00～15:30 

 ※夏休み・冬休み・春休みがあります。（夏休み：8 月 11 日～

19 日、冬休み：12 月 29 日～1 月 6日、春休み：3月 25 日

～4月 5 日） 

長時間・延長 

・預かり保育 

【公立・私立】 

最長保育時間内で長時間・延長保育が可能。（延長保育は有料。） 

※最長保育時間の詳細は２０ページをご覧ください。 

【公立・私立】 

最長保育時間内で預かり保育が可能。 

※最長保育時間の詳細は２０ページをご覧ください。 

保育料等 

（令和６年度の

参考月額） 

【保育料】 

３歳未満児 0円～39,800円（主食代を含む） 

３歳以上児 0円 

【給食費】 

３歳未満児 保育料に含まれています。 

３歳以上児 公立 0 円～4,500 円(ごはんは持参)  

私立 0円～4,000円(ごはんは持参) 

【その他費用】 

 各園で定められた保護者会費、個人使用の保育用品代など 

 

ハチスチルドレンズセンターでは教材費（帽子、おたより

袋、お誕生カード等）の徴収はありません。 

【保育料】 

0 円 

【給食費】 

公立 0円～4,000円（ごはんは持参） 

私立 0円～4,000円（ごはんは持参） 

【その他費用】 

 各園で定められた保護者会費、個人使用の保育用品代など 

 

ハチスチルドレンズセンターでは教材費（帽子、おたより

袋、お誕生カード等）の徴収はありません。 
 

通 園 
通園区域の指定なし。 

ハチスチルドレンズセンターは、通園バスあり。 
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４ ４月入園までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）園で支給認定申請と入園申込みをします。 

  令和７年度４月入園受付日程 

区分 
入園希望園 

（第１希望の園） 
受 付 場 所 日  時 

公
立 

保
育
所
型 

垂井こども園 垂井こども園 11月 15日(金) 9：30～11：30 

垂井東こども園 垂井東こども園 11月 12日(火) 9：30～11：30 

宮代こども園 宮代こども園 11月 14日(木) 13：30～15：30 

表佐こども園 表佐こども園 11月 12日(火) 13：30～15：30 

府中こども園 府中こども園 11月 11日(月) 9：30～11：30 

岩手こども園 岩手こども園 11月 11日(月) 13：30～15：30 

私
立 

幼
保
連
携
型 

ハチスチルドレンズセンター ﾊﾁｽﾁﾙﾄﾞﾚﾝｽﾞｾﾝﾀｰ 11月 15日(金) 13：30～15：30 

当日は必ずお子さまと一緒にお越しください。 

簡単な親子面談等を行いますので、万が一、当日お子さまがお越しいただけない場合は、後日面談などを行

います。面談では、お子さまの様子やアレルギーの有無などを確認させていただきます。原則、面談で入園の可否

を判断するわけではありません。 

垂井町に転入予定の方 

３月上旬までに住民票を垂井町へ移していただくことを前提に申込みを受付します。 

 申込み期間を過ぎてしまった場合 

    ４月入園については、上記の受付日程中に申込みいただいた方の入園調整後、定員に空きがある園において、

随時申込みを受け付けます。 

 

各園共通（上記の都合が悪い場合等） 垂井町役場 11月 16日(土) 9：00～11：00 

（１）園で支給認定申請と 

入園申込みをします。 

【11/11（月)～11/16(土)】 

（２）支給認定通知書を 

交付します。 

【2 月中旬】 

入園説明会 

【3 月上旬】 

（３）町が入園調整をします。 

 

入園式 

【4 月】 

（４）利用する園が 

決定します。【2 月中旬】 
園生活スタート！ 
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（２）支給認定通知書を交付します。 

 基本的には、申請受付日から 30 日以内に認定結果等をお知らせします。ただし、4 月入園の場合は、認定事務お

よび利用調整事務が集中し審査に時間を要すことから、結果は、（４）の入園調整の結果とともに２月中旬頃にお知ら

せします。 

（３）町が入園調整をします。 

入園申込者数が定員を超えた場合は、保育認定（２，３号認定）については、基準指数表及び調整指数表に基づ

き指数を算出し、指数の高い世帯の児童から順に入園となります。教育標準時間認定（１号認定）については、校区

や兄弟姉妹の入園状況から判断し入園調整をします。 

□■□ 基準指数表 □■□ 

□■□ 調整指数表 □■□ 

①ひとり親家庭 10 ⑥育児休業明け 2 

②生活保護世帯 5 ⑦兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合 1 

③生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 6 ⑧小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童 3 

④虐待や DV の恐れがある場合など、社会的養護が必要な場合 5 ⑨その他市町村が定める事由 1 

⑤子どもが障がいを有する場合 3   

選考は、基準指数表と調整指数表に従い、父母の合計で算出します。 

区   分 内       容 
指 数 

父 母 

 

 

 

 

家庭外労働 

 

外   勤 
(1) 平均して 1日 6 時間以上かつ月 20日以上就労 9 9 

(2) その他 7 7 

 

自営 
中心者 

(3) 平均して 1日 6 時間以上かつ月 20日以上就労 9 9 

(4) その他 7 7 

協力者 (5) 就労時間に関わらず一律 7 7 

 

農業 

中心者 
(6) 平均して 1日 6 時間以上かつ月 20日以上就労 9 9 

(7) その他 7 7 

協力者 
(8) 農業が世帯の主たる収入の場合 8 8 

(9) その他 6 6 

 

家庭内労働 

 

 

自営 
中心者 

(10) 平均して 1日 6 時間以上かつ月 20日以上就労 9 9 

(11) その他 6 6 

協力者 (12) 就労時間に関わらず一律 5 5 

内   職 (13) 就労時間に関わらず一律 5 5 

妊娠・出産 (14) 産前 6 週、産後 8週の属する期間 - 9 

 

障  が  い 
(15) 

保護者が障がいで保育困難（身体障害者手帳 1・2 級、療育手帳A、 

精神障害者保健福祉手帳 1 級程度） 
10 10 

(16) 保護者が障がいで保育困難（その他） 7 7 

疾       病 
(17) 入院、常時寝ている必要がある 10 10 

(18) その他病気療養のため保育困難 7 7 

 

 

介護・看護 

重  度 (19) 
親族の介護等のため保育困難（身体障害者手帳１・2 級、療育手帳A、 

精神障害者保健福祉手帳 1 級、要介護 4・5 程度） 
10 10 

中  度 (20) 
親族の介護等のため保育困難（身体障害者手帳３級、療育手帳 B、 

精神障害者保健福祉手帳２級、要介護３程度） 
7 7 

軽  度 (21) 親族の介護等のため保育困難（その他） 6 6 

災 害 復 旧 (22) 災害で家を失ったり破損したりしたため保育困難 10 10 

求 職 活 動 (23) 就労先を探したい 4 4 

就   学 (24) 学校へ通うため 7 7 

虐待・DV (25) 保護者、または児童に虐待や DVのおそれがある場合 9 9 
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（４）利用する園が決定します。 

 児童の家庭を中心にして日々保育が必要かどうか、その環境等と保育の認定基準を総合的に判断して入園を決定

します。垂井町では、（２）（４）の通知を同時に行います。２月中旬に支給認定通知書と入所承諾書を一緒に送付す

る予定です。 

※ 園の定員に余裕がない場合などは、希望する園へ入園できない場合があります。 

※ 必要書類が未提出の場合、入園手続きを終えたことにはなりません。その場合、入園の意思が

ないものと解釈し、入園できない場合がありますので、ご注意ください。 

 

－  アレルギー対応・障がい児保育等について  － 

○アレルギー対応 

アレルギー体質のお子さんの給食は大量調理を行う上で出来る範囲で配慮しますので面談等で各園にご

相談ください。 

【公立こども園での対応】 

・児童環境調査票及び、入園説明会時に提出いただく「食物アレルギーに関する調査表」を基に入園前に

園医の健康診断を受けていただきます。その後、かかりつけ医による意見書（生活管理指導表）の提出をし

ていただきます。 

・かかりつけ医による意見書（生活管理指導表）を基に園と面談をおこない、食物アレルギーの対応を確認さ

せていただきます。食物アレルギーの対応は、基本「完全除去」となります。 

・食物アレルギーが重度である場合は事前に子育て推進課または各園にご相談ください。 入所申請前に

園での面談・医師による意見書等の提出等をお願いすることがあります。 

・食物アレルギーの対応において、調味料の除去が必要な場合や複雑多岐にわたり、給食での対応が困難

な場合には、保護者がその一部またはすべてを持参していだだく場合（弁当の持参）もあります。 

【私立こども園での対応】 

・別メニューでの対応になります。詳細は園へお問い合わせください。 

 

○障がい児保育 

【公立園での対応】 

集団保育が可能な障がい児の受け入れを行います。園生活が可能かどうかの事前相談をしていただく必

要があり、園での面談・医師の意見書等の提出をお願いする場合があります。詳しいことは子育て推進課ま

たは各園までお問い合わせください。 

 

○児童発達支援事業所 

垂井町には発達についての相談や通所支援を行っている「いずみの園」があります。こども園に通いながら、

通所することも可能です。（通所支援を受ける場合は、「通所受給者証」が必要です。）お子さまの発達や

子育てに不安を感じたら子育て推進課または各園、いずみの園（22-1953）までお問い合わせください。 

 

入園申込みにあたって、お子さんの成長について心配なこと、気になることがありましたら、お気軽に各園にご相

談ください。 
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５ 年度途中の入園希望について 
 

  定員に空きがある園においては、入園希望月ごとに随時申込みを受付し、審査のうえ決定します。 

  受付期間中に空き状況を役場（私立園については施設）に問合せしていただき、空きがあれば申込みに必要な書

類をお渡しします。 

  必要な書類を全て提出されたことをもって申込完了となりますので、書類一式を整えて、期間内に役場子育て推

進課に提出してください。 

 <令和７年度 通常受付期間一覧表> 

入園希望月 通常受付期間 

５月入園 令和７年３月２１日から令和７年４月１８日まで 

６月入園 令和７年４月２１日から令和７年５月２０日まで 

７月入園 令和７年５月２１日から令和７年６月２０日まで 

８月入園 令和７年６月２３日から令和７年７月１８日まで 

９月入園 令和７年７月２２日から令和７年８月２０日まで 

10月入園 令和７年８月２１日から令和７年９月１９日まで 

11月入園 令和７年９月２２日から令和７年１０月２０日まで 

12月入園 令和７年１０月２１日から令和７年１１月２０日まで 

１月入園 令和７年１１月２１日から令和７年１２月１９日まで 

２月入園 令和７年１２月２２日から令和８年１月２０日まで 

３月入園 令和８年１月２１日から令和８年２月２０日まで 
 

【産休・育休明け等の入園希望について】 

年度途中に産休・育休から復職する人を支援するため、これらに該当する人のこども園入園の予約を下記の期間に

おいて受付します。ただし、予約申込時の空き状況により、入園できない場合があります。詳細につきましては、「令和７

年度入園予約案内」を子育て推進課窓口にて配布していますので、ご確認ください。 

入園希望月 予約受付期間 復職日 

５月入園 令和６年１２月２３日から令和７年３月１９日まで 令和７年５月末まで 

６月入園 令和７年１月２１日から令和７年４月１８日まで 令和７年６月末まで 

７月入園 令和７年２月２１日から令和７年５月２０日まで 令和７年７月末まで 

８月入園 令和７年３月２１日から令和７年６月２０日まで 令和７年８月末まで 

９月入園 令和７年４月２１日から令和７年７月１８日まで 令和７年９月末まで 

10月入園 令和７年５月２１日から令和７年８月２０日まで 令和７年１０月末まで 

11月入園 令和７年６月２３日から令和７年９月１９日まで 令和７年１１月末まで 

12月入園 令和７年７月２２日から令和７年１０月２０日まで 令和７年１２月末まで 

１月入園 令和７年８月２１日から令和７年１１月２０日まで 令和８年１月末まで 

２月入園 令和７年９月２２日から令和７年１２月１９日まで 令和８年２月末まで 

３月入園 令和７年１０月２１日から令和８年１月２０日まで 令和８年３月末まで 
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６ 認定申請・入園申込みに必要な書類等 
 

           ※提出書類は消せないボールペンでご記入ください。 

          ※修正テープは使用せず、訂正箇所は、二重線で消してください。 

          

（ア）施設型給付費等支給認定申請書兼入所申込書 

（イ）児童環境調査票兼緊急連絡カード 

☆（ウ）家族の状況証明書（父母それぞれのもの） 

（エ）垂井町収納金口座振替依頼書 

（兄弟姉妹のこども園保育料・給食費が既に引落しされている場合は不要） 

（ハチスチルドレンズセンターへ入園希望の場合は別様式を提出していただきますので、通帳を園へご持参く

ださい。） 

 ☆（オ）長時間保育・延長保育利用申込書（保育標準時間認定を希望の場合に必要） 

（カ）マイナンバー確認に係る書類 

   （キ）障がい児（者）在宅世帯の場合に必要な書類 

（ク）口座振替をする通帳の銀行印 

 

   ※ 二人以上の児童が同時に入園する場合、（ウ）～（キ）の書類は各１部で結構です。（ア）（イ）は児童一人に

つき１部必要です。 

    ※ ☆マークのついている書類は保育認定の方のみ提出をお願いします。 

 

 

 

  

必要書類が未提出の場合、入園手続きを終えたことにはなりません。その場合、

入園の意思がないものと解釈し、入園できない場合がありますので、ご注意くだ

さい。 
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必要書類記入例等 

   （ア）施設型給付費等支給認定申請書兼入所申込書 記入例 

 

 

 

黒いボールペン等ではっきり書いてください。消えるペンや

修正テープは使用できません。 

訂正箇所は、二重線で消してください。 

家族の状況欄に記入がない場合は、保育料の減免対象となりません。 

該当する状況がある場合は必ず記入してください。 

療育手帳をお持ちの場合は手帳の写し

を添付してください。 

保護者は垂井町に住所がある家計の

主宰者となります。 

入園日時点の住所。垂井町でない場

合は、原則入園できません。 

令和７年 4月 1日時点の年齢  

書類提出日

を記入  

４～８月入園の場合は令和６年４月１日時点 

９～３月入園の場合は令和７年４月１日時点 

の住所を記入。 

保育の利用を希望する場合

は、「有」に〇を付けてください。 

希望する利用時間に○を付け

てください。 

第３希望まで必ず記入 

希望する保育最長時間を記入 

わかる範囲で記入 

学業等の理由で世帯を別にして

いる児童がいる場合は、その児

童も世帯員としてください。その

際「別居」に○を付けてください。 

該当する状況にチェック及び記入。 
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垂井 二郎 

垂井 花子 

令和６  11  11 

記 入 不 要 

妻 

表面で記入した保護者（家計の主宰者）が書類提出にお越し

いただけない場合は、委任状欄に保護者が記入していただき、

代理人が書類提出にお越しください。 

 ex.お父さんが家計の主宰者である場合で、お母さんが書類提

出にお越しいただく場合など、記入が必要です。 
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（イ）児童環境調査票兼緊急連絡カード 記入例 

※住所・家族構成は書類提出日現在、満年齢は令和７年４月１日現在で記入してください。 

 

 

 

同居家族以外で緊急連絡先が 

ありましたら記入。 

同居家族以外も含め、緊急連絡

先の順位を記入。 
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特になければ「なし」と記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子手帳などを
見て、わかる範
囲で記入 
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  （ウ）家族の状況を証明する書類 （保育認定の場合のみ） 

認定事由 区   分 家族の状況を証明する書類 

就 労 

  

就労（自営親族経営以外） ・家族の状況証明書【就労用】 

※会社の証明が必要になります 

自営・親族経営 〔全員〕 

・家族の状況証明書【就労用】 

〔本人が代表者の場合〕 

・前年の確定申告書Ｂ（第一表、第二表の写し） 

もしくは営業証明書等事業の運営状況が確認できる書類等

の写し※開業して１年未満の場合は開業届の写しでも可 

〔本人以外が代表者の場合〕 

・就労先の健康保険証（市町村国民健康保険及び配偶者

等の扶養に入っている保険証は不可）もしくは直近１か月の給

与明細等就労状況がわかるものの写し 

〔家族従事者（自営業主と親族関係にある生計を一にする者

で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者）〕 

・雇用証明書等雇用されていることがわかる書類 

自営の手伝いは不可。あくまで就労のため雇用されていること 

農業 ・家族の状況証明書【就労用】 

・農業申告をしている事業主の前年の確定申告書Ｂ（第一

表、第二表の写し） 

内職 ・家族の状況証明書【就労用】 

・支払い明細書の写し 

出  産  すべての方  
（産前 6 週間から産後 8 週間の期間の 

属する月まで） 

・家族の状況証明書【就労以外用】 

・母子健康手帳の表紙と出産予定日が分かるページの写し 

障 が い 

 

 

  

身体障害者手帳 1・2・3 級 

療育手帳 A・B 

精神障害者保健福祉手帳 1・2 級 

・家族の状況証明書【就労以外用】 

・療育手帳(※１) 

その他 ・家族の状況証明書【就労以外用】 

医療機関の診断が必要です。（※２） 

疾  病 すべての方 家族の状況証明書【就労以外用】 

医療機関の診断が必要です。（※２） 

同居親族（長期入

院含む）の 

介護・看護 

 

  

身体障害者手帳１・2・3 級 

療育手帳 A・B 

精神障害者保健福祉手帳 1・2 級 

要介護 1・2・3・4・5 

・家族の状況証明書【就労以外用】 

・療育手帳 

・介護保険被保険者証の写し 

その他 ・家族の状況証明書【就労以外用】 

医療機関の診断が必要です。（※２） 

災害復旧 すべての方 ・家族の状況証明書【就労以外用】 

・罹災証明書 

求職活動  すべての方  
（短時間認定及び３か月間のみ） 

・家族の状況証明書【就労以外用】 

・求職中に伴う保育利用申立書 

就  学 すべての方 ・家族の状況証明書【就労以外用】 

・在学証明書または合格通知の写し 

・時間割の写し 

※１ 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳は、マイナンバー制度の情報連携により提出は不要です。 

※２  「家族の状況証明書（就労以外用）」下部の診断書をご利用ください。 

「家族の状況証明書【就労以外用】」は、該当者のみお渡ししていますので、必要な方は、園または子育て推進

課窓口にてお申し出ください。 

保育認定による入園申込みの際には、上記の添付書類が必要になります。これらは、家庭において保育できない

理由を確認するために必要な書類で、保護者（父、母）の方について提出していただきます。ただし、家族の構成や

保育を必要とする理由など、家庭の状況によって必要な書類が異なります。（おじ、おば、祖父母、曾祖父母、同居の
友人などは、原則として対象となりません。） 

なお、入園調整において、「求職活動」での申込みは優先度が低いため、入園できない場合があります。 
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（エ）垂井町収納金口座振替依頼書 記入例 

      ※利用者負担額（保育料）、給食費、延長保育料が、原則、口座から引落しとなります。 

※兄弟姉妹のこども園保育料・給食費が既に引落しされている場合は不要です。 

※ハチスチルドレンズセンターを希望の場合は、別様式を提出していただきますので、通帳及び銀行印を園

へご持参ください。 

 

3枚とも銀行印を押印。 
※印鑑照合するため、 
印影がはっきり分かる 
ように押印してください。 

※ハチスチルドレンズセンターを希望の場合は不要です。園指定の別様式です。 

 

こども園保育料に○を記入 

保護者名（垂井町に住所が

ある家計の主宰者）を記入。

9 ページで記入した保護者と

統一してください。 

利用できる金融機関 

〇大垣共立銀行   〇十六銀行   〇大垣西濃信用金庫 

〇東海労働金庫   〇西美濃農業協同組合 

○ゆうちょ銀行 

（ゆうちょ銀行を利用される場合は、この依頼書を、直接ゆうちょ銀行 

窓口へ提出してください。） 
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（オ）長時間保育・延長保育利用申込書 記入例 

保育標準時間認定を申請される方は、全員提出が必要です。 

なお、入園後、保育標準時間認定・保育短時間認定の方で、緊急的に延長保育が必要となった場合、

ご利用の 5 日前までに「長時間保育・延長保育利用申込書」を各園にご提出ください。入園申込の時点

で提出の必要はありません。 

※認定区分について不明な場合は、入園受付にてご確認ください。 

 

長時間保育・延長保育利用申込書 
 

令和  年   月   日 

垂井町長 様 

 住   所  垂井町                   

                 保護者氏名                      

長時間保育・延長保育の利用について、下記のとおり申し込みます。 

記 

園   名  こ ど も 園       

園 児 名 

           平成・令和  年  月  日生（  歳児）   

認定区分 

標準・短時間 

             平成・令和  年  月  日生（  歳児）   標準・短時間 

 

＜保育標準時間認定の方（年間を通して長時間保育・延長保育が必要な場合）＞ 

通勤手段 

父 

 

母 

 

通勤時間 時間   分 時間   分 

 

 

希望利用時間 

平 日 ：    ～    ：  土曜日 ：    ～    ： 

父母ともに土曜勤務等の保育を必要とする理由が必要 

注） 支給認定申請書に記載した希望利用時間と同じ時間を記入してください。 

 

希望利用開始日 令和     年     月     日から 

※希望利用時間については、家族の状況証明書に記載の就労状況欄を確認させていただきます。その際に、ご家族

の状況を聞き取りにてお伺いする場合がございます。 

※勤務先通勤時間は、利用園から就労先までの実際にかかる通勤時間をご記入ください。 

 

 

 

 

 

   

 

※保育標準時間認定を希望の方は、 

全員「長時間保育・延長保育利用申込書」の提出が必要になります。 
 

希望利用時間は、９ページで記入した希望利用時間と同じ時間を記入。 

＜就労による長時間申請の場合＞ 

 記入時間の目安は、就労時間開始（終業）時刻＋通勤時間＋時間外勤務のある方は１日の平均時間ですが、交

通状況等で通勤時間が前後する可能性がありますのでその時間も考慮した時間を記入。 

第１希望の園名を記入。 

保護者は、９ページで記入し

た保護者と統一してくださ

い。 

６ 11 11 

宮代２９５７番地の１１ 

垂 井  二 郎 

垂    井   

垂井 太郎 4  4 2 2 

35 

１ 

８ 

15 

15 17 10 

４ ７ 

自動車 電車（        ） 
８時 30分垂井駅発 

16時 55 分垂井駅着 
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 （カ）マイナンバー確認に係る書類 

必要書類 

① 父母のうち家計の主宰者の番号確認書類 

（右記のいずれか） 

○個人番号カード 

○通知カード  など 

② 書類を提出に来られる方の身元確認書類 

（右記のいずれか） 

○個人番号カード 

○運転免許証 

○パスポート 

○在留カード 

○身体障害者手帳 

○療育手帳 

○精神障害者保健福祉手帳 など 

 

上記のいずれもない場合、以下の書類を２つ以上 

○健康保険被保険者証 

○年金手帳 

○福祉医療費受給者証 

○介護保険被保険者証 

○児童扶養手当証書 

○特別児童扶養手当証書  など 

③ ①と②が異なる方である場合、委任状 

（右記のいずれか） 

○委任状 

 （施設型給付費等支給認定申請書兼入所申込書の

裏面にあります。10 ページ参照。） 

 

   （キ）障がい児（者）在宅世帯の場合に必要な書類 

必要書類 

療育手帳の写し 

※身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳は、マイナンバー制度の情報連携により提出は不要です。 
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持参 

７ 利用者負担額と給食費 
 
利用者負担額（保育料）と給食費（副食費・主食費）は、お子さんと生計を一にする父母及び生計の主宰

者である扶養義務者の方の市町村民税額合計によって階層別に決まります。 

 

利用者負担額（保育料）と給食費（副食費・主食費） 

 

 

保育料 

（無償化） 

 

 

保育料 

 

（副食費・ 

  主食費含む） 

副食費 

パン 
主食費 

ごはん 

 

           主食費＝ごはん・パン 副食費＝おかず・おやつ 

 

○利用者負担額の決定は、４月と９月の年２回行います。 

○４月分から８月分までは令和６年度、９月分から翌年３月分までは令和７年度の市町村民税額に応じて決まります。 

○利用者負担額については、P17～P19 に記載のとおりですが、変更が生じる場合がございます。その際には、改めて周

知します。 

 

▶教育標準時間認定（1号認定）の利用者負担額等 
 
・給食費基準表（公立・1号） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 公立園の 1号認定の８月分給食費は徴収しません。 

２ 多子世帯の場合、第４～第５階層と認定された世帯の利用者負担額は、生計を一にする満３歳から小学校３年

生就学年齢までの範囲内の子どもが、複数人同時に、小学校（就学免除等により小学校に就学していない場合であ

っても、就学年齢と同一年齢であるときは、就学しているものとみなします。）、特別支援学校小学部に就学し、幼

稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは情緒障がい児短期治療施設通所部に入所し、または児

童発達支援、医療型児童発達支援もしくは地域型保育給付の対象事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪

問型保育事業及び事業所内保育事業）を利用している場合、第３子以降は無料とします。ただし、第４ａ階層の場

合、１８歳の年度末までの生計を一にする子が３人以上いる場合、その３番目の子以降は無料です。 
３ 別居の子どもであっても、生計が同じであれば年齢にかかわらず多子計算の対象児童となります。 

４ 保育料を算定する際の税額に、住宅借入金（取得）等特別控除、外国税額控除、配当控除、寄付金控除は適用さ 

れません。 

 

 

階層 各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 給食費（月額） 

１ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 
 

0円 

 

２ 市町村民税非課税世帯及び市町村民税の所得割の額のない世帯 

３ 

市町村民税所得割課税

額の区分が右欄の区分

に該当する世帯 

77,101円未満 

４ 
a 77,101円以上 97,000円未満  

4,000円 

 

b 97,000円以上 211,201円未満 

５ 211,201円以上 

３号    

（3 歳未満児） 

1、2 号     

（3 歳以上児） 

給食費として 

実費徴収 

(無償化対象外） 

給食費も保育

料に含まれて

います。 



18 

 

▶保育認定（２・３号認定）の利用者負担額等 
利用者負担額（保育料）は、原則、下記①の基準額表によって決まりますが、次の（ア）～（ウ）に該当

する世帯（要保護世帯）の場合は②の基準額表が優先されます。 

（ア）ひとり親世帯等     （イ）在宅障がい児（者）のいる世帯 

（ウ）支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

 

①利用者負担額基準額表（３号認定） 一般 

階層 

 

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の 

階層区分 

利用者負担額（月額） 

３歳未満児（３号認定） 

保育標準時間 保育短時間 

１ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 0 円 0 円 

２ 市町村民税非課税世帯 0 円 0 円 

３ 

市町村民税所

得割課税額の

額が右欄の区

分に該当する

世帯 

48,600 円未満 13,600 円 13,400円 

４  

a 48,600 円以上 57,700円未満 

18,500 円 18,200円 b 57,700 円以上 77,101円未満 

c 77,101 円以上 97,000円未満 

５ 97,000円以上 169,000 円未満 23,500 円 23,100円 

６ 169,000円以上 301,000円未満 28,500 円 28,000円 

７ 301,000円以上 397,000円未満 29,800 円 29,300円 

８ 397,000円以上 29,800 円 29,300円 

備考 多子世帯の場合 

        ３歳未満児 

○第３階層または第４ａ階層の場合、第２子は半額、第３子以降は無料です。 

○第４ｂ階層から第８階層までの場合、生計を一にする小学校就学前の範囲内にある子どもが、複数人同時に、

幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは情緒障がい児短期治療施設通所部に入所し、

または児童発達支援、医療型児童発達支援もしくは地域型保育給付の対象事業（家庭的保育事業、小規模保

育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業）を利用している場合、第２子は半額、第３子以降は無

料とします。 

ただし、第４ｂ階層または第４ｃ階層の場合、１８歳の年度末までの生計を一にする子が３人以上いる場

合、その３番目の子以降は無料です。 

 

 
②利用者負担額基準額表（３号認定） 要保護世帯  

階層 
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の 

階層区分 

利用者負担額（月額） 

３歳未満児（３号認定） 

保育標準時間 保育短時間 

２ 市町村民税非課税世帯 0 円 0 円 

３ 市町村民税所得割

課税額の額が右欄

の区分に該当する

世帯 

48,600円未満 6,300 円 6,200 円 

４  
a 48,600円以上 57,700円未満 

9,000 円 9,000 円 
b 57,700円以上 77,101円未満 

備考 多子世帯の場合 

   ３歳未満児 ○第３階層から第４ｂ階層までの場合、第２子以降は無料です。 

 

①②基準額表 共通備考 

１ 別居の子どもであっても、生計が同じであれば多子計算の対象児童となります。 

２ ０歳児の利用者負担額は、この表に定める利用者負担額に１万円を加えた額とします。ただし、子ども・子育て

支援法施行令に定める額を限度とします。子ども・子育て支援施行令に定める限度額については、子育て推進課へお

問い合わせください。 

３ 保育料を算定する際の税額に、住宅借入金（取得）等特別控除、外国税額控除、配当控除、寄付金控除は適用され 

ません。 

 



19 

 

 

・給食費基準額表（公立・2号認定）  

階層 
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の 

階層区分 

給食費（月額） 

３歳以上児（２号認定） 

保育標準時間 保育短時間 

１ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 

0 円 

 

２ 市町村民税非課税世帯 

３ 

市町村民税所

得割課税額の

額が右欄の区

分に該当する

世帯 

48,600 円未満 

４  

a 48,600 円以上 57,700円未満 

b 57,700 円以上 77,101円未満 

4,500 円 

 

c 77,101 円以上 97,000円未満 

５ 97,000円以上 169,000 円未満 

６ 169,000円以上 301,000円未満 

７ 301,000円以上 397,000円未満 

８ 397,000円以上 

備考      

１ 要保護世帯の方は第４ｂ階層の場合、無料です。 

２ 第４ｂ階層から第８階層までの場合、生計を一にする小学校就学前の範囲内にある子どもが、複数人同時に、幼稚

園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは情緒障がい児短期治療施設通所部に入所し、または児童発

達支援、医療型児童発達支援もしくは地域型保育給付の対象事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保

育事業及び事業所内保育事業）を利用している場合、第３子以降は無料とします。ただし、第４ｂ階層または第４ｃ

階層の場合、１８歳の年度末までの生計を一にする子が３人以上いる場合、その３番目の子以降は無料です。 

 

 
▶幼保連携型認定こども園ハチスチルドレンズセンターの給食費について 

給食費（副食費）は月額４,０００円です。また教材費（帽子、おたより袋、お誕生カード等）の徴収はあ

りません。 

 
▶その他のお知らせ 
○利用者負担額、給食費及び延長保育利用料の口座振替による引落日は、公立園においては毎月末日（１２

月分については２５日）です。ただし、その日が土・日・祝日に当たる場合は翌日となります。（私立園は

園にご確認ください） 

○支給認定通知書の記載事項に変更が生じた場合や世帯に異動があった場合、税の修正申告を行った場合は

速やかにその旨を届け出てください。 

○公立園において、保育料の滞納が続く方については、垂井町からの児童手当支払時に、児童手当からの徴

収（特別徴収）を実施します。 

 

▶延長保育利用料（保育認定の方） 
延長保育は、別途延長保育利用料が必要です。  

                                      

保育標準時間認定 長時間保育 
通常保育 

（原則的な保育時間） 

長時間保育 延長保育③ 

保育短時間認定 延長保育① 延長保育② 延長保育③ 

                                       ※園により最長保育時間等が異なります。 

 

区    分 利用料金 上限月額 

長時間保育 別途徴収なし 

延長保育①（ ７時００分から ８時３０分まで） １５０円／回 保育標準時間認定 

４,０００円 
 

保育短時間認定 

４,５００円 

延長保育②（１６時３０分から１８時００分まで） １５０円／回 

延長保育③（１８時００分から１８時３０分まで） １５０円／回 

延長保育③（１８時３０分から１９時００分まで） １５０円／回 

※納付方法：公立園では、１ヶ月分を翌月末日に保育料等振替口座から振替により引落をします。 

 

7:00         8:30                     16:30         18:00          19:00 
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（１）認定こども園一覧表        

園  名  等 

受入年齢 
(R7.4.1 時点) 

 

上段：保育 

下段：教育 

所在地 

（電話番号） 

通常保育時間 
最長保育時間 

※利用には申込が必要 

月～金曜日 

上段：保育 

下段：教育 

土曜日※ 

(保育のみ) 

月～金曜日 

上段：保育 

下段：教育 

土曜日※ 

(保育のみ) 

公
立 

保
育
所
型 

垂井こども園 
2 ヵ月～5 歳 垂井町 1007-1 

（0584-22-0217） 

8:30～16:30 

8:30～12:00 

 

共同保育 

 

保育場所は 

垂井東こども園 

7:00～19:00 

7:00～17:30 

 

共同保育 

 

保育場所は 

垂井東こども園 

3 歳～5 歳 9:00～14:00 8:15～14:00 

垂井東こども園 
2 ヵ月～5 歳 垂井町地蔵 2-41 

（0584-22-4150） 

8:30～16:30 7:00～19:00 

3 歳～5 歳 9:00～14:00 8:15～14:00 

宮代こども園 
1 歳～5 歳 垂井町宮代 672-1-1 

（0584-22-0693） 

8:30～16:30 7:00～19:00 

3 歳～5 歳 9:00～14:00 8:15～14:00 

表佐こども園 
１歳～5 歳 垂井町表佐 1506 

（0584-23-1298） 

8:30～16:30 7:00～19:00 

3 歳～5 歳 9:00～14:00 8:15～14:00 

府中こども園 
１歳～5 歳 垂井町新井 709-3 

（0584-22-0149） 

8:30～16:30 7:00～19:00 

3 歳～5 歳 9:00～14:00 8:15～14:00 

岩手こども園 
1 歳～5 歳 垂井町岩手 609-1 

（0584-22-0417） 

8:30～16:30 7:00～18:00 

3 歳～5 歳 9:00～14:00 8:15～14:00 

私
立 

幼
保
連
携
型 

 

ハチス 
チルドレンズ 
センター 

2 ヵ月～5 歳 垂井町栗原 1892-1 

（0584-22-0612） 

8:30～16:30 
8:30～12:30 

7:00～19:00 
7:00～19:00 

満 3歳～5歳 9:00～15:30 9:00～15:30 

 

通園区域 
通園区域の指定はありません。 

保護者の送迎が必要です。（ハチスチルドレンズセンターは通園バスがあります。） 

入園できるお子さん 
原則、垂井町に保護者・児童ともに住民登録がある方で２か月～就学前のお子さん。 

クラス 対象児の生年月日 

０歳児クラス※１ 令和 ６年４月２日  ～ 

１歳児クラス 令和 ５年４月２日  ～  令和 ６年４月１日 

２歳児クラス 令和 ４年４月２日  ～  令和 ５年４月１日 

３歳児クラス※２ 令和 ３年４月２日  ～  令和 ４年４月１日 

４歳児クラス 令和 ２年４月２日  ～  令和 ３年４月１日 

５歳児クラス 平成３１年４月２日  ～  令和 ２年４月１日 

※1 ０歳児クラスは垂井こども園、垂井東こども園、ハチスチルドレンズセンターに設置しています。また、入園が可能となる

のは、出生から２か月が経過した翌月からです。令和７年４月１日時点で入園対象となるのは、令和７年２月３日まで

に生まれたお子さんです。 

※2 ハチスチルドレンズセンターにおいて、満３歳が教育標準時間認定で入園可能となるのは、満３歳となった月の翌月から

です。 

８ 垂井町の認定こども園を紹介します 
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（２）公立認定こども園の紹介      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

保育・教育目標 

ふるさと垂井が大好きな子 

  ・元気に遊ぶ子 ・自己発揮できる子 ・思いやりのある子 

 

保育所型認定こども園 垂井こども園 

                      
                                        

  

保育・教育目標 

ふるさと垂井が大好きな子 

  ・やさしい子   ・げんきな子   ・がんばる子 

保育所型認定こども園 垂井東こども園 

                      
                                        

  

保育・教育目標 

   心豊かにやさしく元気な子 

   ・心も体も元気な子  ・思いやりのある子  ・自分でみつけ遊べる子 

 

保育所型認定こども園 宮代こども園 

                      

                                      

  

保育・教育目標 

  『ふるさと表佐』が大好きな子  

  ・心身共に健康な子  ・友だちが好きな子  ・最後までがんばる子 

保育所型認定こども園 表佐こども園 

                    
                                       

  

保育・教育目標 

明るく笑顔で元気な子 

   ・心も体も元気な子  ・友だちが大好きな子  ・好きなことを見つける子 

 

保育所型認定こども園 府中こども園 

                    
                                       

  

保育・教育目標 

   ふるさとがすきな子 
 

・ともだちがすき   ・あそびがすき   ・わたしがすき 

 

保育所型認定こども園 岩手こども園 
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公立認定こども園（教育標準時間認定） １日のスケジュール 

 

 

公立認定こども園（保育認定）１日のスケジュール （通常保育の場合） 

子どもの活動（０～２歳児） 子どもの活動（３～５歳児） 

８：３０ 

 

 

登園 

・挨拶をする 

・持ち物の始末をする 

・好きな遊びをする 

（ブロック、ままごとなど） 

８：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登園 

・挨拶をする 

・持ち物の始末をする 

・絵本や紙芝居を読んでもらう 

・なかよし遊び 

 友達や異年齢児と好きな遊びをする 

・室内遊び 集団遊び  

ごっこ遊び 

      リズム遊び 

      絵を描く、製作遊び 

・戸外遊び 固定遊具・砂場 

      泥んこ遊び 

            栽培物（野菜・花）の世話 

      運動遊び 

園外散歩等 

（夏のみ・・・プール遊び） 

 

１０：００ 

 

 

 

 

 

おやつ・・・トイレ、手洗い 

・休息 

・絵本を読んでもらう、手遊びをする 

・なかよし遊び 

 友達や異年齢児と好きな遊びをする 

・室内遊び ごっこ遊び・リズム遊び 

      絵を描く、製作遊び 

・戸外遊び 固定遊具・砂場 

      泥んこ遊び 

      園外散歩等 

（夏のみ・・・プール遊び） 

１１：３０ 

 

給食・・・トイレ、手洗い 

・食後のうがい 

・絵本や紙芝居を読んでもらう 

１１：３０ 

 

給食・・・トイレ、手洗い 

・食後のうがい・歯磨き 

・休息 

１３：００ 午睡 １３：００ なかよし遊び 

※午睡（13:00～15:00）期間      

３歳児（通年）       

４歳児（４月から１０月） 

５歳児（７月から８月）        

○開始時期は入園後にお知らせします  

１５：００ おやつ・・・トイレ、手洗い 

・絵本や紙芝居を読んでもらう、 

 手遊びをする 

・降園の準備をする 

１５：００ おやつ・・・トイレ、手洗い 

・降園の準備をする 

・なかよし遊び 

１６：３０ 降園 １６：３０ 降園 

時 間 子どもの活動（３～５歳児） 
９:００～ 登園 

・挨拶をする   ・持ち物の始末をする 

・絵本や紙芝居を読んでもらう 

・なかよし遊び 

 先生や友達、異年齢児と好きな遊びをする 

・室内遊び   集団遊び、ごっこ遊び、リズム遊び、絵を描く、製作遊び 

・戸外遊び   固定遊具・砂場、泥んこ遊び、栽培物（野菜・花）の世話、運動遊び、園外散歩等 

（夏のみ・・・プール遊び） 

１１：３０ 

 

給食・・・トイレ、手洗い 

・食後のうがい ・歯磨き 

・休息 

１３：００ ・なかよし遊び        

１３：３０ ・片付け 

・おはなし   ・絵本や紙芝居を読んでもらう   ・手遊び、歌をうたう 

・降園の準備をする 

１４：００ 降園 
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（３）私立認定こども園の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハチスチルドレンズセンター（教育標準時間認定） １日のスケジュール 

 

 

 

 

 
子どもの活動（３～５歳児） 

９：００ 

 

 

 

 

９：４０ 

 

１０：００ 

１０：２０ 

 

 

登園（１日の出発の時間） 

・挨拶、持ち物の始末 

・朝の奉仕活動  

 花や動物の世話 

・戸外遊び 

体操の時間 

・リズミックジム、マラソン 

礼拝、朝の会 

創造的経験を積む時間 

（英語、音楽リズム、絵画、国語表現、自然科学全般） 

戸外遊び 

１２：００ 

 

 

 

 

 

給食 （正しい食事のマナーを身につける） 

うがい、歯磨き 

休息 ・静かに絵本を読んだり、絵日記を書いたりする 

   ・粘土、ブロック遊び 

 

※午睡期間                                 

 ３歳児（６月から９月）                          

 ４歳児（７月、８月）     ５歳児（８月のみ）              

１３：００ 戸外遊びの時間（運動遊び） 

グループ活動の時間 

（造形、合奏、異文化体験） 

日本の伝統文化を知る（茶道） 

１５：００ おやつの時間 

１５：１５ 

 

 

１日の総括の時間 

・１日の出来事を人前で話す 

・絵本を読んでもらう 

１５：３０ 降園 

                                
        

  

保育・教育目標 

  １ 人に優しい思いやりのある心豊かな人間形成を押し進める。 

  ２ 音楽や芸術の活動を通して創造的な表現力を養う。 

  ３ 英語活動を通して文化の多様性を理解し、国際感覚を身に付ける。 

 

幼保連携型認定こども園 ハチスチルドレンズセンター 

毎月１回、保護者のご協力のもと、科学教室、親子運動あそびを開催しています。 
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ハチスチルドレンズセンター（保育認定） １日のスケジュール 

 

 

 

 

 

子どもの活動（０～２歳児） 子どもの活動（３～５歳児） 

７：００ 長時間保育（申込者のみ） ７：００ 長時間保育（申込者のみ） 

８：３０ 

 

 

９：４０ 

 

 

９：５０ 

 

 

１０：３０ 

 

 

 

登園（１日の出発の時間） 

・挨拶、持ち物の始末 

・戸外遊び 

体操の時間 

・リズミックジム 

・礼拝 

おやつの時間 

・紙芝居 絵本を見る 

・手洗い 

グループ活動の時間 

・戸外遊び 
（砂遊び、ボール遊び、 

サーキットゲーム、鉄棒） 

・室内遊び（絵を描く、製作をする） 

・リトミック（リズム遊びをする） 

・異文化に接する 
（ハロウィーン等の行事に参加する） 

・散歩 

８：３０ 

 

 

 

 

９：４０ 

 

１０：００ 

１０：２０ 

 

 

 

登園（１日の出発の時間） 

・挨拶、持ち物の始末 

・朝の奉仕活動  

 花や動物の世話 

・戸外遊び 

体操の時間 

・リズミックジム、マラソン 

礼拝、朝の会 

創造的経験を積む時間 

（英語、音楽リズム、絵画、 

国語表現、自然科学全般） 

戸外遊び 

１２：００ 

 

 

 

 

 

給食 （正しい食事のマナーを身につける） 

うがい、歯磨き 

休息 ・静かに絵本を読んだり、 

絵日記を書いたりする 

   ・粘土、ブロック遊び 

※午睡期間            

 ３歳児（６月から９月）     

 ４歳児（７月、８月）      

 ５歳児（８月のみ）        

１１：４０ 

 

給食 （正しい食事のマナーを身につける） 

 手洗い、歯磨き 

１２：３０ 

 

 

自由遊びの時間 

Hush a Bye を聴きながら静か

に遊ぶ 

手洗い 

１３：００ 戸外遊びの時間（運動遊び） 

グループ活動の時間 

（造形、合奏、異文化体験） 

日本の伝統文化を知る（茶道） 

１２：４０ お昼寝の時間 

１５：００ おやつの時間 １５：００ おやつの時間 

１５：２０ 

 

お話の時間  

絵本を見てみんなでお話しする 

帰りの挨拶 

１５：１５ 

 

 

１日の総括の時間 

・１日の出来事を人前で話す 

・絵本を読んでもらう 

１６：３０ 降園 ～１９：００  

長時間保育（申込者のみ） 

１６：３０ 降園  ～１９：００ 

  長時間保育（申込者のみ） 

毎月１回、保護者のご協力のもと、科学教室、親子運動あそびを開催しています。 
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（４）子育て関連施設の配置図 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 

 
園生活については                             

各認定こども園 
 

入園、退園、保育料などについては                

垂井町役場 子育て推進課 子育て支援係 
〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代 2957番地の 11 

TEL 0584-22-7507（直通） 
 

こども園に関するページ 


